
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要 

 

１．改正理由 

  「個人番号カード普及に向けた緊急提言（平成 26年６月 20日自民党 IT戦

略特命委員会及び同マイナンバー利活用小委員会）」等において交付方法の多

様化及び個人番号カードの民間利用拡大に係る提案があったことを契機とし

て、個人番号カードの申請数を増大させ、普及率のさらなる向上につながる

よう、現在想定している個人番号カードの交付時に住所地市町村の事務所に

出頭する方法以外の申請・交付方法を導入するほか、民間事業者による個人

番号カードの空き領域の利用を可能とする等の改正を行う必要があるため。 

  

２．改正の概要 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

施行令（平成 26 年政令第 155 号）第 13 条第２項に規定する個人番号カード

の交付時に、住所地の市町村の事務所に出頭し、本人確認を行った上でカー

ドを交付する方法（交付時来庁方式）に加え、 

① 申請時に住所地の市町村が指定する場所に出頭した場合において、厳格な

本人確認が可能であるときには、交付時に出頭することなく、本人が確実に

受け取れる方法でカードの交付を行う方法（申請時来庁方式） 

② 東日本大震災の被災者や DV 被害者等の住所地の市町村の事務所に出頭す

ることが困難な者について、当該者の居所地の属する市町村を経由してカー

ドの申請を行うことができる方法（居所経由申請方式） 

③ 法人の従業者等について、勤務先の事務所等が所在する市町村を経由して

カードの申請を行うことができる方法（勤務地経由申請方式） 

を新たに認めるため、所要の規定を整備する。 

 

○ また、第 18 条第２項の個人番号カードの空き領域を利用できる者として、

総務大臣が定める事務を行う民間事業者を追加する。 

 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

公布日 

別紙１ 
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行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
）

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
）

第
十
三
条

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及

第
十
三
条

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及

び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
交
付
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定

び
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
交
付
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
総
務
省
令
で

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
そ
の
他
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
交
付
申
請
者
の
写
真
を
添
付
し
た
交
付
申
請

定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
交
付
申
請
者
の
写
真
を
添
付
し
た
交
付
申
請

書
を
、
住
所
地
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

書
を
、
住
所
地
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
住
所
地
市
町
村
長
以
外
の
市
町
村
長
を
経
由
し
て
交
付
申
請
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
当
該
交
付
申
請
者
の
利
便
及
び
迅
速
な
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に

資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村

長
（
次
項
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
経
由
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て

、
交
付
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

住
所
地
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

２

住
所
地
市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
交
付
申
請
者
に
対
し
、
当
該
市
町
村
の
事
務
所
へ
の
出
頭
を
求
め
て

と
き
は
、
交
付
申
請
者
に
対
し
、
当
該
市
町
村
の
事
務
所
へ
の
出
頭
を
求
め
て

、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
交
付
申
請
者
が
、

、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
申
請
書
の
提
出
を
、
住
所
地
市
町
村
長
が
指
定
す
る

場
所
（
同
項
後
段
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
経
由
市
町
村
長
が
指
定
す
る
場
所
）

に
出
頭
し
て
し
た
と
き
は
、
当
該
交
付
申
請
者
が
確
実
に
受
領
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
事
務
所
へ
の
出
頭

を
求
め
る
こ
と
な
く
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

住
所
地
市
町
村
長
は
、
病
気
、
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由

３

住
所
地
市
町
村
長
は
、
病
気
、
身
体
の
障
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
理
由
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に
よ
り
交
付
申
請
者
の
出
頭
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
本

に
よ
り
交
付
申
請
者
の
出
頭
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の

文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
交
付
申
請
者
の
指
定
し
た
者
の
出
頭
を
求
め

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
交
付
申
請
者
の
指
定
し
た
者
の
出
頭
を
求
め
て
、

て
、
そ
の
者
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

そ
の
者
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

場
合
に
お
い
て
、
住
所
地
市
町
村
長
は
、
そ
の
者
か
ら
、
当
該
交
付
申
請
者
の

に
お
い
て
、
住
所
地
市
町
村
長
は
、
そ
の
者
か
ら
、
当
該
交
付
申
請
者
の
出
頭

出
頭
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
に
足
り
る
資
料
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
に
足
り
る
資
料
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
そ
の

そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
提
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
提
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
）

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

法
第
十
八
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

２

法
第
十
八
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

国
民
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
務

（
新
設
）

を
処
理
す
る
民
間
事
業
者
（
当
該
事
務
及
び
カ
ー
ド
記
録
事
項
の
安
全
管
理

を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
者
に
限
る
。
）

（
国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
設
立
登
記
法
人
以
外
の
法
人
又
は
人
格
の

（
国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
設
立
登
記
法
人
以
外
の
法
人
又
は
人
格
の

な
い
社
団
等
に
対
す
る
法
人
番
号
の
指
定
）

な
い
社
団
等
に
対
す
る
法
人
番
号
の
指
定
）

第
三
十
七
条

国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
設
立
登
記
法
人
以
外
の
法
人
又

第
三
十
七
条

国
の
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
設
立
登
記
法
人
以
外
の
法
人
又

は
人
格
の
な
い
社
団
等
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社

は
人
格
の
な
い
社
団
等
（
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社

団
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
法
人

団
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
法
人

番
号
保
有
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
番
号
の
指
定
は

番
号
保
有
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
番
号
の
指
定
は

、
そ
の
者
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
国
税
通
則
法
（
昭
和
三

、
そ
の
者
が
当
該
各
号
に
規
定
す
る
届
出
書
若
し
く
は
国
税
通
則
法
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
第
三

十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
第
三



- 3 -

十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
申
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を

十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
申
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を

提
出
す
る
に
際
し
て
国
税
庁
長
官
に
し
た
申
告
又
は
官
公
署
が
法
第
六
十
条
第

提
出
す
る
に
際
し
て
国
税
庁
長
官
に
し
た
申
告
又
は
官
公
署
が
法
第
六
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
国
税
庁
長
官
に
提
供
し
た
資
料
に
よ
り
、
そ
の
者
の
商
号

二
項
の
規
定
に
よ
り
国
税
庁
長
官
に
提
供
し
た
資
料
に
よ
り
、
そ
の
者
の
商
号

又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
そ
の
者
に
つ
い
て
当
該

又
は
名
称
及
び
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
そ
の
者
に
つ
い
て
当
該

各
号
に
定
め
る
事
実
が
生
じ
た
こ
と
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
番
号
保
有
者
で
な

各
号
に
定
め
る
事
実
が
生
じ
た
こ
と
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
番
号
保
有
者
で
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
後
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
後
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
人
税
法
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
さ

三

法
人
税
法
第
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
者

同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ

れ
て
い
る
者

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
と
な
っ
た
こ
と
。

こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
指
定
都
市
の
区
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

（
指
定
都
市
の
区
に
対
す
る
こ
の
政
令
の
適
用
）

第
四
十
四
条

（
略
）

第
四
十
四
条

（
略
）

２

指
定
都
市
に
つ
い
て
こ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の

２

指
定
都
市
に
つ
い
て
こ
の
政
令
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

る
字
句
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
三
条
第
一
項

住
所
地
市
町
村
長
に

住
所
地
区
長
を
経
由
し
て

第
十
三
条
第
一
項

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
区
長
を
経
由
し
て

住
所
地
市
長
に

並
び
に
第
十
五
条

住
所
地
市
長

住
所
地
市
町
村
長
以
外

住
所
地
市
長
以
外

第
二
項
及
び
第
四

（
新
設
）

（
新
設
）

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
五
条
第
二
項

住
所
地
市
町
村
長

住
所
地
区
長
を
経
由
し
て

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

及
び
第
四
項

住
所
地
市
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

附

則

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
三
章
、
第
三
十
一
条
（
法
第
二
十
九
条

三

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
三
章
、
第
三
十
一
条
（
法
第
二
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定

を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
十
二
条
第

を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
三
十
二
条
第

一
項
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法

一
項
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人

る
。
）
、
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
個
人

情
報
保
護
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に

情
報
保
護
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
項
、
第
四
項
（
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を

定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
項
（
法
第
二

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
項
（
法
第
二

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
二
十

十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
等
個
人
情
報
保
護
法
第
二
十

八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。

八
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
及
び
第
六
項
、
第
三
十
三
条
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

）
及
び
第
六
項
、
第
三
十
三
条
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

み
替
え
て
適
用
す
る
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

特
定
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

特
定
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
項
の
表
第
十
七
条
第
一
項
の
項
か
ら
第
十
八
条
第

第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
項
の
表
第
十
七
条
第
一
項
の
項
か
ら
第
十
八
条
第

一
号
の
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
（
同

一
号
の
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
十
四
条
第
二
項
（
同

項
の
表
第
十
三
条
第
一
項
の
項
か
ら
第
十
六
条
の
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

項
の
表
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
項
か
ら

る
。
）
の
規
定

法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

第
十
六
条
の
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

法
附
則
第
一
条
第

四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

四

（
略
）

四

（
略
）
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(
個
人
番
号
の
指
定
及
び
通
知
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

(

個
人
番
号
の
指
定
及
び
通
知
等
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
二
条

（
略
）

第
二
条

第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
法
附
則
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
個
人
番
号
の
指
定
に
つ
い
て
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
法
附
則

第
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
個
人
番
号
の
通
知
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
中
「
法
第
八

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
八
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

第
七
条
の
規
定
は
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
か
ら
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
通
知
及
び
個
人
番
号

と
す
べ
き
番
号
の
生
成
の
求
め
に
つ
い
て
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
は
法

附
則
第
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個

人
番
号
と
す
べ
き
番
号
の
生
成
及
び
通
知
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

３

法
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改

（
新
設
）

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
附
則
第
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
適
用
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
前
に

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
適
用
日
以
後
住
民
基
本
台
帳

に
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
又
は
適
用
日
前
に
転
出
届
を
し
、
か
つ
、
当

該
転
出
届
に
記
載
さ
れ
た
転
出
の
予
定
年
月
日
が
適
用
日
以
後
で
あ
る
者
で
あ

っ
て
当
該
転
出
の
日
以
後
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
に

つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
民
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
を
記
載
し
た

と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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